
開設手続きの流れ・提出書類（クリーニング） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

届出に必要な書類 

 

●クリーニング所開設届 

●構造及び設備の概要 

●施設の平面図 

●クリーニング師名簿 

＊従事者中にクリーニング師がいる場合必要です。 

●従事するクリーニング師の免許証 

＊本証をご提示ください。 

●検査手数料 24,000 円 

●開設者が法人の場合、法人の登記事項証明書 

＊発行後 6 か月以内の原本をご提示ください。 

 

事 前 相 談 

構造設備、その他に

ついて、図面等を持

参のうえ、事前にご

相談ください。 

届出には下記の書

類が必要です。 

施設検査までの日

数に余裕をもって

届出してください。 

施設が完成したら、

保健所の職員が設

備基準等に適合し

ているかどうか検

査します。 

保健所長の確認を受け

ると確認済証が交付さ

れます。 

確認を受けた後、開設で

きます。 

届 出 施設の検査 開設 


